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『佐賀市地域猫推進基本方針』
（猫の適正飼育に関する指針を含む）
１　目　的（目指すべき目標）
古くから人間とともに暮らしてきた猫は、犬と同様、人にとって最も身近な存在であると言えます。

しかし、都市化が進み住宅が過密化したことによって昔ながらの自然な飼い方ができにくくなっていることや、人々が動物に抱く感情も多様化していることを考えると、佐賀市民の良好な生活環境を保持していくためには、犬の適正飼育の推進とともに、猫についても人と共生していける環境を整える必要があるといえるでしょう。

猫の適正飼育と動物愛護への理解を普及していくため、また、野良猫の減少を図るためにも、佐賀市における「地域猫」の考え方とその実施に関して地域や市民と行政が協働して取り組んでいく体制を整えます。

佐賀市において、この地域猫の制度を通して人と動物とが共生できる適切な関係が生まれ、人にとっても動物にとっても暮らしやすい社会の実現を目指します。

２　基本的な考え方

（１）飼い猫については、飼い主の意識啓発を図り良好な飼育を推進します。　　「捨てない・むやみに増やさない」
（２）適切な飼育をして不妊去勢手術などを施し、適正に管理できる「地域猫」については、猫が好きでない人や猫を飼っていない人の立場を尊重した上で地域住民の理解を得ながら実践していきます。
それに対して行政は適切な支援を行います。

（３）野良猫については動物愛護の観点から、虐待しない。
また、適切な場所でのえさやりなどから地域猫へ移行させていき、野良猫の数を少なくすることにより、地域住民への迷惑を減らします。

３　現状と課題

自治会や佐賀市環境保健推進協議会などの協力を得ながら、猫に関する実態調査を行い、地域の現状と課題を把握します。（平成１９年１２月にアンケート調査を実施、今後も定期的に実施します）
また、地域猫を実践する地区については、地域猫導入前と導入後の状況を把握するための調査を継続的に実施します。
４　定義

（１）飼い猫

　　飼い主と居住場所が明確であり、主に特定の人からエサをもらい生活している猫
（２）地域猫

特定の所有者（飼い主）がいない猫のうち、その猫が住みつく地域の複数の住民の協力によって世話され、また管理されている猫。かつ、不妊去勢手術を施し、手術済みのマーキングをしている猫。
（３）野良猫

特定の飼い主がなく、地域に住みつき人からエサをもらい生活している猫、またはごみを漁ったりして自力で生活している猫
野生化した猫は野猫（ノネコ）と呼ばれる。
５　猫の習性（生殖行動）
猫の繁殖期は初春から晩秋。この間に雌猫は、発情・妊娠・出産を２～３回繰り返します。
交尾の刺激で排卵するので、交尾すればほぼ100％妊娠し、一回の出産で４～８匹の子猫を生みます。生まれた子猫は生後8ヶ月くらいで、子猫を産めるようになります。

毎年、妊娠・出産していたら、1匹の雌猫があっという間に何10匹にも増えてしまいます。

発情すると大きな声で鳴き、雄猫を求めて外に出たがります。閉じ込めて交尾させないのは、大きなストレスになってしまいます。
また、妊娠・出産の繰り返しは、母猫の体に大きな負担を与え、病気や寿命を縮める原因になります。
不妊手術をすることで、望まない子猫が生まれないだけでなく、一生、繁殖に関するストレスから開放され、おだやかに過ごすことができます。
妊娠・出産の負担がなくなり、生殖器の病気や交尾でうつる猫白血病などの心配もなくなります。

雄猫は生後8ヶ月くらいでオトナになり、独特の声で鳴きクサイにおいのオシッコをあちこちにひっかけるようになります。
雌猫やなわばりを求めて外に出た雄猫は、様々な危険にさらされます。こうしたことにより、天寿を全うせずに死んでしまう雄猫も少なくありません。

去勢手術をすることで、オシッコのにおいが軽減し、オシッコをあちこちにひっかけることもほとんどなくなるので、家の中で一緒に快適に暮らすことができます。
外に出たりほかの雄猫とケンカする衝動も少なくなり、事故やケンカでうつる猫エイズ（猫免疫不全症候群）などの感染症の危険も少なくなります。
繁殖のストレスから開放されて、いつもおだやかに暮らすことができます。

６　猫の飼い主の心構え（猫の適正飼育に関する指針）
【飼育管理】

その１　原則として、室内で飼うように努めましょう。

その２　居住環境にあった猫の数を見極めて最小限にしましょう。（一世帯３匹以内を目安にするのが望ましい。）

その３　飼い主所有の場所で、エサや水を与えましょう。

その４　飼い主所有の場所に猫用トイレを設置し、そこで排便するよう子猫の時からしつけを行い、常に排便物を清掃して清潔に保ちましょう。

その５　抜け毛の処理やケージの清掃等は室内で行い、毛や埃等の飛散を防止し、必ずゴミとして捨てましょう。

その６　成長に合った強度のツメとぎ板を用意し、しつけしましょう。

【健康管理】

その１　繁殖を望まない場合は、不妊去勢手術を受けさせましょう。
（手術のメリット）　　・尿の臭いがうすくなる。

・大きな声で鳴きわめかない。

・遠出をしなくなる。

・他の猫とケンカをすることが減る。

その２　各種予防接種や健康診断等を毎年受けさせるとともに、猫の病気やケガがあった時、ノミが付いた時には、できるだけ早く獣医師に相談しましょう。

その３　汚れた時には、猫を洗うとか毛をすく等して清潔を保ちましょう。

【その他】

その１　首輪や迷子札、マイクロチップ※１などを付けて、身元がわかるようにしておきましょう。

その２　苦情が発生した場合は、その責任を負うとともに誠意を持って解決しましょう。

その３　ご近所と円満な付き合いができるように努力しましょう。

その４　飼育が認められている集合住宅等では、管理組合などの規約に基づいて適正飼育の徹底や苦情への誠実な対応等を心がけましょう。
その５　引っ越しの際は、真剣に引っ越し先と交渉するなどして飼い続ける努力をしましょう。

その６　どうしても飼い続けられないような状況になれば、新たな飼い主を探しましょう。

飼い主の一般的心がまえ
心がまえ１　法令を守る

心がまえ２　愛情をもって終生飼育する

心がまえ３　他人に迷惑をかけない（猫も家族の一員）

心がまえ４　捨てない、増やさない、いじめない

７　地域猫を推進するためのそれぞれの役割

（１）行政（佐賀市）の役割

①動物の愛護と適正な飼育に関し、国や県と連携し、地域、家庭、学校等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図ります。
②特に佐賀県獣医師会と協力・連携しながら進めていきます。

③地域猫の取り組みに関する基本方針を策定し、地域における活動の促進を図ります。

④地域猫活動に取り組むときには、自治会協議会や環境保健推進協議会の意向を尊重し、スムーズな運用ができるように配慮します。

　⑤地域猫の不妊･去勢手術に必要な費用の一部を助成します。
　⑥地域猫活動に取り組むグループや地域と協力して進めていきます。

（２）市民の役割

　①動物の愛護及び管理に関する法律等に規定された飼い主の義務を守ります。
　②猫を飼っている人やこれから飼おうとしている人は、この基本方針に掲げている「猫の飼い主の心構え」を充分に理解し実践します。

　③野良猫も命ある生き物だという考え方で地域猫への理解を深め、野良猫が増えないように活動に協力します。
（３）地域※２の役割

※2　基本方針の中でいう「地域」とは佐賀市の単位自治会規模程度を想定しています。

①地域の住民や猫の世話を主体的に行う人たちとともに野良猫を減らすための地域猫対策に積極的に取り組みます。
　②猫の世話を主体的に行う人たちが中心となり愛護団体等の協力を得ながら、次の活動を行います。

・適切にえさを与え、食べこぼしやえさ場の清掃を行います。

・トイレ等を設置し、ふん尿の始末をします。

・助成金を活用して不妊去勢手術を行います。
・不妊去勢手術後も引き続き地域猫として飼育します。
　　③自治会や環境保健推進協議会は、地域猫の活動が地域住民に受け入れられるように周知を図るとともに、地域猫活動を見守ります。
（４）愛護団体等の関わり方

①地域猫の活動を理解してもらうためにも、地域住民から協力が得られるように充分に配慮しながら活動に取り組みます。
②地域猫を実践しようとするグループや地区の相談に乗るとともに、実践するときにも積極的に協力します。

③佐賀市以外からの猫の持ち込みをしないことを厳守します。

④行政とも協力関係を構築できるように情報等の共有を図ります。
８　取り組みの内容

（１）地域猫対策事業の進め方
1 佐賀市としての取り組みに対する基本的な考え方をまとめる。（地域猫推進基本方針策定委員会）
2 基本方針を策定したら議会への説明、記者発表などにより公表する。

3 市報・ホームページなどを利用して市民への周知を図る。

4 地域の代表である自治会協議会や環境保健推進協議会に事業の概要を説明し、理解を進めていく。
5 ２１年度当初予算に不妊去勢手術助成に要する経費を計上するための予算要求を行う。

6 地域猫活動説明会を開催し市民への啓発を図るとともに、地域猫活動に取り組みたいという人たちの相談に応じる。
7 地域猫推進モデル地区の募集を、環境保健推進協議会・自治会協議会を通じて行う。

8 地域猫活動に取り組みたいという人たちやグループと地元自治会、行政の三者で話し合いを行なう。

9 地域猫推進モデル地区を選定して実施し、問題点や課題を把握する。

10 不妊去勢手術助成制度などにより佐賀市全域で取り組めるような体制作りを行う。
（２）地域猫対策の効果
　　①　不妊去勢手術による効果

· 猫の出産がなくなり、飼い主のいない猫が徐々に減っていきます。

· 発情によるケンカや、さかりの鳴き声がなくなります。

· 尿のにおいが薄くなります。
　　②　えさやりを一定のルールによって行うことにより、えさの散乱、ゴミあさりを防ぐことができます。
　　③　トイレの設置により、ふん尿の被害が減ります。

　　④　捨て猫や動物虐待を防ぐための対策としての効果もあります。
　　⑤　野良猫が減少します。

　　⑥　地域で動物をかわいがる気持ちが生まれます。

（３）猫の適正飼育の啓発推進

　　①地域猫推進基本方針と一緒に「猫の適正飼育に関する指針」を策定し、飼い猫について飼い主の意識啓発を図ります。

　　②猫の適正飼育や地域猫活動、動物との共生などについて市報や佐賀市のホームページなどを通して市民の方への情報提供の機会を増やしていきます。

③動物との共生シンポジウムなどの啓発イベントを通して、多くの市民に動物とともに暮らす社会の良さを伝えていきます。

　　④パンフレットやチラシ、看板などを作成し、地域で必要に応じて活用できるようにしていきます。

　　⑤動物愛護管理推進計画を策定した佐賀県と協力して、動物の愛護や管理に関する課題解決のため、地域における動物の飼い主や住民に対する普及啓発を進めていきます。

９　地域猫推進モデルプラン（モデル地区等による取り組み）
1 地域猫に取り組むための地域猫推進モデルプランを実施予定地区と一緒に協議しながら作成する。
2 地域の組織（単位自治会）と猫の世話を主体的に行なう人たち、行政の三者の役割分担を決める。

3 開始時期を決めてそれにあわせて自治会を通じて実施に関する広報（チラシの各戸配布などによる周知）を行う。
4 実施後に猫の個体が特定できるようになれば不妊去勢手術費用助成の申請を行う。

5 許可がおりたら捕獲器による捕獲を行い、不妊去勢手術を施す。

6 手術時に手術済の確認ができるマーキングも同時に施す。

7 以前と同じように地域で猫の適正飼育を継続する。

8 問題点や課題が生じた場合は三者で対策を協議する。

１０　不妊去勢手術費用助成制度等
　　地域猫の不妊去勢手術費用の助成については、該当地域等への助成制度実施要綱により実施する。
　　施行時期は平成21年４月1日とする。
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※１　マイクロチップ‥直径２mm、長さ8～12mm程度の円筒形をしており、ペットの体内に埋め込みます。登録されたデータによって安全で確実なペットの身元証明になります。
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